
聖

籠

町

子

ど

も

手

当

事

務

処

理

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

平

成

二

十

三
年

十

一

月

一

日

 

聖

籠

町

長

 
 

 

渡

邊

 

廣

吉

 

聖

籠

町

規

則

第

二

十

九

号

 
聖

籠

町

子

ど

も

手

当

事

務

処

理

規

則

 

聖

籠

町

子

ど

も

手

当

事

務

処

理

規

則

（

平

成

二

十

二

年

聖

籠

町

規

則

第

十

五

号

）

の

全

部

を

改

正

す

る

。

 
 

（

趣

旨

）

 

第

一

条

 

こ

の

規

則

は

、
平

成

二

十

三

年

度

に

お

け

る

子

ど

も

手

当

の

支

給

等

に

関

す

る

特

別

措

置

法
（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

百

七

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

に

基

づ

く

子

ど

も

手

当

の

支

給

等

に

係

る

事

務

の

取

扱

い

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 
 

（

関

係

部

門

間

、

関

係

機

関

と

の

連

携

）

 
 

第

二

条

 

子

ど

も

手

当

に

関

す

る

事

務

の

取

扱

い

に

当

た

っ

て

は

、

請

求

者

、

受

給

者

そ

の

他

の

関

係

者

（

以

下

「

請

求

者

等

」

と

い

う

。

）

の

利

便

の

向

上

等

を

図

る

観

点

か

ら

、

住

民

基

本

台

帳

担

当

部

門

、

税

務

担

当

部

門

、

学

校

教

育

担

当

部

門

、

保

育

所

担

当

部

門

、
児

童

福

祉

担

当

部

門

、
障

害

者

福

祉

担

当

部

門

そ

の

他

の

関

係

部

門

と

の

連

携

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 
 

２

 

子

ど

も

手

当

の

認

定

に

当

た

っ

て

は

、

二

重

支

給

の

防

止

等

、

適

正

な

支

給

を

図

る

観

点

か

ら

、

市

町

村

（

特

別

区

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

）

間

、

都

道

府

県

そ

の

他

関

係

機

関

と

の

連

携

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 
 

３

 

受

給

資

格

に

係

る

状

況

の

変

更

に

伴

い

、

受

給

資

格

者

が

変

更

と

な

る

場

合

、

新

た

な

受

給

資

格

者

は

認

定

請

求

等

が

必

要

と

な

る

こ

と

か

ら

、

関

係

部

門

間

、

市

町

村

間

、

都

道

府

県

等

と

の

連

携

を

図

る

こ

と

に

よ

り

当

該

事

実

の

把

握

に

努

め

、

請

求

者

等

に

対

す

る

周

知

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 



（

文

書

の

取

扱

い

）

 
 

第

三

条

 

請

求

者

等

に

対

す

る

通

知

、

照

会

等

の

文

書

を

作

成

す

る

と

き

は

、

記

載

内

容

が

容

易

に

理

解

で

き

る

よ

う

、

な

る

べ

く

平

易

な

文

体

を

用

い

る

等

の

方

法

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 
 

２

 

請

求

者

等

か

ら

提

出

さ

れ

る

請

求

書

、

届

書

等

は

、

本

人

が

記

入

し

た

も

の

を

受

理

す

る

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

や

む

を

得

ず

担

当

職

員

が

請

求

者

等

に

代

わ

っ

て

記

入

す

る

場

合

に

は

、

請

求

者

等

に

記

入

事

項

を

十

分

に

確

認

し

、
か

つ

、
そ

の

旨

を

請

求

書

、

届

書

等

に

付

記

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

３

 

請

求

者

等

か

ら

提

出

さ

れ

た

請

求

書

、

届

書

等

の

記

載

事

項

に

明

白

な

誤

り

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

も

、

こ

れ

が

軽

微

な

も

の

で

あ

っ

て

容

易

に

補

正

で

き

る

も

の

で

あ

る

と

き

は

、

請

求

者

等

に

適

宜

そ

の

誤

り

の

補

正

を

求

め

、

補

正

さ

れ

た

も

の

を

受

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

４

 

請

求

書

、

届

書

等

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、

そ

の

請

求

書

又

は

届

書

等

に

必

ず

受

付

確

認

年

月

日

を

記

入

す

る

も

の

と

す

る

。

（

備

え

付

け

る

べ

き

帳

簿

等

）

 
 

第

四

条

 

本

町

に

お

い

て

備

え

付

け

る

帳

簿

等

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

一

 

受

給

者

台

帳

 
 

二

 

関

係

書

類

返

戻

・

保

留

カ

ー

ド

 

三

 

受

給

資

格

調

査

員

証

交

付

簿

 

四

 

父

母

指

定

者

管

理

台

帳

 

（

受

給

者

台

帳

）

 
 

第

五

条

 

前

条

第

一

号

の

受

給

者

台

帳

（

以

下

「

受

給

者

台

帳

」

と

い

う

。

）

は

、

一

般

受

給

者

用

と

施

設

等

受

給

者

用

に

区

分

し

、

様

式

第

一

号

及

び

様

式

第

二

号

に

よ

り

そ

れ

ぞ

れ

作

成

し

、

使

用

に

便

宜

な

方

法

に

よ

り

整

理

す

る

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

受

給

者

台

帳

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

電

子

計

算

機

に

よ

り

確

実

に

記

録



し

、

こ

れ

を

適

正

に

管

理

し

及

び

利

用

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

事

務

を

支

障

な

く

行

い

得

る

と

認

め

る

場

合

は

、

受

給

者

台

帳

の

作

成

を

省

略

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
 

２

 

受

給

者

が

外

国

人

で

あ

る

と

き

は

、

外

国

人

登

録

原

票

の

記

載

事

項

を

適

切

に

確

認

し

た

上

、

受

給

者

台

帳

（

前

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

り

受

給

者

台

帳

の

作

成

を

省

略

し

た

と

き

は

、

受

給

者

台

帳

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

記

録

す

る

電

磁

的

記

録

。

以

下

同

じ

。

）

の

余

白

に

外

国

人

で

あ

る

旨

や

通

称

名

を

記

載

す

る

こ

と

等

に

よ

り

、

適

正

に

整

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

返

戻

・

保

留

カ

ー

ド

）

 
 

第

六

条

 

第

四

条

第

二

号

の

関

係

書

類

返

戻

・

保

留

カ

ー

ド

（

以

下

「

返

戻

・

保

留

カ

ー

ド

」

と

い

う

。

）

は

、

様

式

第

三

号

に

よ

り

作

成

し

、

使

用

に

便

宜

な

方

法

に

よ

り

整

理

す

る

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

返

戻

・

保

留

カ

ー

ド

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

電

子

計

算

機

に

よ

り

確

実

に

記

録

し

、

こ

れ

を

適

正

に

管

理

し

及

び

利

用

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

事

務

を

支

障

な

く

行

い

得

る

と

認

め

る

場

合

は

、

返

戻

・

保

留

カ

ー

ド

の

作

成

を

省

略

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
 

（

調

査

員

証

交

付

簿

）

 
 

第

七

条

 

第

四

条

第

三

号

の

受

給

資

格

調

査

員

証

交

付

簿
（

以

下
「

調

査

員

証

交

付

簿

」
と

い

う

。
）
は

、
様

式

第

四

号

に

よ

り

作

成

し

、

平

成

二

十

三

年

度

に

お

け

る

子

ど

も

手

当

の

支

給

等

に

関

す

る

特

別

措

置

法

施

行

規

則

（

平

成

二

十

三

年

厚

生

労

働

省

令

第

百

二

十

号

。

以

下

「

省

令

」

と

い

う

。

）

第

二

十

二

条

に

よ

る

身

分

を

示

す

証

明

書

の

交

付

を

行

っ

た

と

き

及

び

そ

の

返

納

を

受

け

た

と

き

に

記

入

す

る

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

調

査

員

証

交

付

簿

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

電

子

計

算

機

に

よ

り

確

実

に

記

録

し

、

こ

れ

を

適

正

に

管

理

し

及

び

利

用

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

事

務

を

支

障

な

く

行

い

得

る

と

認

め

る

場

合

は

、

調

査

員

証

交

付

簿

の

作

成

を

省

略

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 



（

父

母

指

定

者

管

理

台

帳

）

 
 

第

八

条

 

第

四

条

第

四

号

の

父

母

指

定

者

管

理

台

帳

（

以

下

「

父

母

指

定

者

管

理

台

帳

」

と

い

う

。

）

は

、

父

母

指

定

者

（

法

第

四

条

第

一

項

第

二

号

に

規

定

す

る

父

母

指

定

者

を

い

う

。
以

下

同

じ

。
）

が

監

護

し

、

か

つ

、

生

計

を

同

じ

く

す

る

子

ど

も

に

つ

い

て

、

様

式

第

五

号

に

よ

り

作

成

す

る

。

た

だ

し

、

父

母

指

定

者

管

理

台

帳

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

電

子

計

算

機

に

よ

り

確

実

に

記

録

し

、

こ

れ

を

適

正

に

管

理

し

及

び

利

用

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

事

務

を

支

障

な

く

行

い

得

る

と

認

め

る

場

合

は

、

父

母

指

定

者

管

理

台

帳

の

作

成

を

省

略

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
 

（

父

母

指

定

者

指

定

届

の

処

理

等

）
 
 

第

九

条

 

省

令

第

三

条

の

規

定

に

よ

る

届

出

が

あ

っ

た

と

き

は

、

父

母

指

定

者

管

理

台

帳

（

前

条

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

り

父

母

指

定

者

管

理

台

帳

の

作

成

を

省

略

し

た

と

き

は

、

父

母

指

定

者

管

理

台

帳

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

記

録

す

る

電

磁

的

記

録

。
以

下

同

じ

。
）

に

所

要

の

事

項

を

記

入

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

２

 

父

母

指

定

者

の

支

給

事

由

が

消

滅

し

た

と

き

は

、

支

給

事

由

消

滅

年

月

日

を

記

入

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

一

般

受

給

資

格

者

に

係

る

認

定

請

求

書

の

処

理

）

 
 

第

十

条

 

省

令

第

四

条

第

一

項

の

請

求

書

（

以

下

「

認

定

請

求

書

」

と

い

う

。

）

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

省

令

第

十

四

条

の

規

定

に

よ

っ

て

所

定

の

添

付

書

類

を

省

略

さ

せ

た

と

き

は

、

そ

の

認

定

請

求

書

に

そ

の

省

略

さ

せ

た

書

類

の

名

称

及

び

そ

の

理

由

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

二

 

認

定

請

求

書

の

記

載

及

び

そ

の

添

付

書

類

に

容

易

に

補

正

で

き

な

い

程

度

の

不

備

が

あ

る

と

き

は

、

次

に

よ

る

こ

と

。

 

ア

 

認

定

請

求

書

を

返

戻

す

る

場

合

は

、
様

式

第

六

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、
そ

の

認

定

請

求

書

に

添

え

て

返

戻

す

る



こ

と

。

 
 

イ

 

認

定

請

求

書

を

保

留

す

る

場

合

は

、
様

式

第

六

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 
ウ

 
ア

又

は

イ

に

よ

り

処

理

を

行

っ

た

場

合

は

、
返

戻

・

保

留

カ

ー

ド
（

第

六

条

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

り

返

戻

・

保

留

カ

ー

ド

の

作

成

を

省

略

し

た

と

き

は

、
返

戻

・

保

留

カ

ー

ド

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

記

録

す

る

電

磁

的

記

録

。
以

下

同

じ

。
）

に

そ

の

旨

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

三

 

前

号

の

規

定

に

よ

っ

て

返

戻

し

た

も

の

が

補

正

さ

れ

て

再

提

出

さ

れ

た

と

き

又

は

保

留

の

事

由

が

な

く

な

っ

た

と

き

は

、

返

戻

・

保

留

カ

ー

ド

に

再

提

出

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

２

 

認

定

請

求

書

の

記

載

事

項

に

つ

い

て

は

、

次

に

よ

り

審

査

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

認

定

請

求

書

の

記

載

事

項

を

公

簿

等

及

び

添

付

書

類

に

よ

り

確

認

す

る

も

の

と

し

、

ア

か

ら

カ

ま

で

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

は

、

特

に

留

意

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

ア

 

請

求

に

係

る

子

ど

も

の

う

ち

に

本

町

の

区

域

外

に

住

所

を

有

す

る

子

ど

も

（

法

第

三

条

第

三

項

に

規

定

す

る

施

設

入

所

等

子

ど

も

を

除

く

。

）

が

あ

る

と

き

は

、

省

令

第

四

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

に

基

づ

き

添

付

さ

れ

る

当

該

子

ど

も

の

属

す

る

世

帯

の

全

員

の

住

民

票

の

写

し

及

び

同

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

添

付

さ

れ

る

書

類

に

よ

り

、

子

ど

も

と

同

居

し

て

い

る

者

の

状

況

等

を

確

認

す

る

こ

と

。

 

イ

 

請

求

に

係

る

子

ど

も

が

日

本

国

内

に

住

所

を

有

し

な

い

場

合

は

、

省

令

第

一

条

に

規

定

す

る

理

由

に

該

当

す

る

か

否

か

を

、

海

外

留

学

に

関

す

る

申

立

書

、

留

学

先

の

学

校

の

在

学

証

明

書

、

留

学

前

の

日

本

国

内

で

の

居

住

状

況

が

分

か

る

書

類

等

、

省

令

第

四

条

第

二

項

第

二

号

の

規

定

に

基

づ

き

添

付

さ

れ

る

書

類

に

よ

り

確

認

す

る

こ

と

。

 
 



ウ

 

請

求

者

が

未

成

年

後

見

人

と

し

て

請

求

し

た

と

き

は

、

未

成

年

後

見

人

で

あ

る

旨

の

申

立

書

、

請

求

に

係

る

子

ど

も

の

戸

籍

抄

本

等

、

省

令

第

四

条

第

二

項

第

四

号

の

規

定

に

基

づ

き

添

付

さ

れ

る

書

類

に

よ

り

確

認

す

る

こ

と

。

 
 

エ

 

請

求

者

が

父

母

指

定

者

と

し

て

請

求

し

た

と

き

は

、

父

母

指

定

者

管

理

台

帳

又

は

父

母

指

定

者

指

定

届

受

領

証

、

父

母

等

の

居

住

状

況

が

分

か

る

書

類

等

、

省

令

第

四

条

第

二

項

第

五

号

の

規

定

に

基

づ

き

添

付

さ

れ

る

書

類

に

よ

り

確

認

す

る

こ

と

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

父

母

指

定

者

と

請

求

に

係

る

子

ど

も

が

別

居

し

て

い

る

場

合

は

、

全

寮

制

の

学

校

の

寮

の

入

寮

証

明

書

等

、

当

該

子

ど

も

の

状

況

が

分

か

る

書

類

の

添

付

を

求

め

、

当

該

書

類

に

よ

り

同

居

が

困

難

で

あ

る

こ

と

を

確

認

す

る

と

と

も

に

、

ア

に

よ

り

確

認

す

る

こ

と

。

 
 

オ

 

請

求

者

が

法

第

四

条

第

三

項

の

支

給

要

件

に

該

当

す

る

者

（

以

下

「

同

居

父

母

」

と

い

う

。

）

と

し

て

請

求

し

た

と

き

は

、

当

該

支

給

要

件

に

該

当

す

る

旨

の

申

立

書

及

び

当

該

申

立

て

に

係

る

事

実

を

証

明

す

る

書

類

等

、

省

令

第

四

条

第

二

項

第

七

号

の

規

定

に

基

づ

き

添

付

さ

れ

る

書

類

に

よ

り

確

認

す

る

こ

と

。

 
 

カ

 

請

求

に

係

る

子

ど

も

が

施

設

入

所

等

子

ど

も

（

法

第

三

条

第

三

項

に

規

定

す

る

施

設

入

所

等

子

ど

も

を

い

う

。

以

下

同

 
 

 
 

 
 

 

じ

。

）

に

該

当

す

る

者

で

な

い

こ

と

を

都

道

府

県

等

か

ら

提

供

さ

れ

る

情

報

に

よ

り

確

認

す

る

こ

と

。

 

二

 

前

号

に

よ

っ

て

確

認

で

き

な

い

事

項

又

は

請

求

に

係

る

事

実

を

明

確

に

す

る

た

め

、

特

に

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

所

要

の

調

査

を

行

う

こ

と

。

特

に

前

号

ア

又

は

ウ

か

ら

オ

ま

で

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

父

母

等

の

住

所

地

の

市

町

村

に

対

し

て

当

該

父

母

等

の

受

給

状

況

の

確

認

を

行

う

等

、

二

重

支

給

の

防

止

を

図

る

こ

と

。

 



３
 

前

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、

受

給

資

格

が

あ

る

も

の

と

確

認

し

た

と

き

は

、

支

給

額

を

決

定

す

る

と

と

も

に

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 
一

般

受

給

者

用

の

受

給

者

台

帳

（

以

下

「

受

給

者

台

帳

（

一

般

受

給

者

用

）

」

と

い

う

。

）

に

所

要

の

事

項

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

二

 

様

式

第

七

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

次

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

す

る

と

き

は

、

そ

れ

ぞ

れ

次

に

定

め

る

内

容

を

記

載

の

上

、

通

知

す

る

こ

と

。

 
 

ア

 

省

令

第

一

条

に

規

定

す

る

理

由

に

該

当

す

る

子

ど

も

に

つ

い

て

認

定

し

た

場

合

 

留

学

に

よ

り

日

本

国

内

に

住

所

を

有

し

な

く

な

っ

た

日

か

ら

三

年

経

過

し

た

と

き

は

受

給

事

由

消

滅

届

等

を

、

三

年

以

内

に

子

ど

も

が

帰

国

し

、

再

び

日

本

国

内

に

住

所

を

有

す

る

に

至

っ

た

と

き

は

住

所

変

更

等

届

を

、

そ

れ

ぞ

れ

町

長

に

対

し

て

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

旨
 
 

イ

 

未

成

年

後

見

人

を

認

定

し

た

場

合

 

未

成

年

後

見

人

を

解

任

さ

れ

、

又

は

辞

職

し

た

と

き

は

、

町

長

に

対

し

て

受

給

事

由

消

滅

届

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

旨

 
 

ウ

 

父

母

指

定

者

を

認

定

し

た

場

合

 

子

ど

も

の

生

計

を

維

持

す

る

父

母

等

が

日

本

国

内

に

住

所

を

有

す

る

に

至

っ

た

と

き

は

、

町

長

に

対

し

て

受

給

事

由

消

滅

届

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

旨

 
 

三

 

認

定

請

求

書

に

認

定

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

四

 

住

民

基

本

台

帳

の

所

定

欄

に

支

給

開

始

年

月

を

記

載

す

る

こ

と

。

 

五

 

同

居

父

母

を

認

定

し

た

場

合

は

、

当

該

同

居

父

母

以

外

に

子

ど

も

を

監

護

し

、

か

つ

、

生

計

を

同

じ

く

す

る

父

又

は

母

が

住

所

を

有

す

る

市

町

村

（

当

該

者

が

公

務

員

で

あ

る

場

合

は

、

そ

 



の

所

属

庁

）

に

対

し

て

、

同

居

父

母

を

認

定

す

る

旨

を

連

絡

す

る

 

と

と

も

に

、

様

式

第

八

号

に

よ

り

通

知

す

る

こ

と

（

当

該

同

居

父

 
母

以

外

の

者

が

同

居

父

母

と

異

な

る

市

町

村

に

住

所

を

有

す

る

場

 

合

又

は

公

務

員

と

し

て

所

属

庁

に

お

い

て

受

給

し

て

い

る

場

合

に

 

限

る

。

）

。
 

４

 

第

二

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、
受

給

資

格

が

な

い

も

の

と

確

認

し

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。 

一

 

認

定

請

求

書

に

却

下

の

旨

及

び

却

下

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

二

 

様

式

第

七

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 

（

施

設

等

受

給

資

格

者

に

係

る

認

定

請

求

書

の

処

理

）

 

第

十

一

条

 

省

令

第

四

条

第

三

項

の

請

求

書
（

以

下
「

認

定

請

求

書

 

（

施

設

等

受

給

資

格

者

用

）

」

と

い

う

。

）

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、
前

条

第

一

項

各

号

の

規

定

の

例

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

２

 

認

定

請

求

書

（

施

設

等

受

給

資

格

者

用

）

の

記

載

事

項

に

つ

い

て

は

、

次

に

よ

り

審

査

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

認

定

請

求

書

（

施

設

等

受

給

資

格

者

用

）

の

記

載

事

項

を

公

簿

等

及

び

添

付

書

類

に

よ

り

確

認

す

る

こ

と

。

特

に

、

省

令

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

間

の

委

託

が

行

わ

れ

て

い

る

者

若

し

く

は

同

条

第

二

項

各

号

の

い

ず

れ

か

、

同

条

第

三

項

若

し

く

は

第

四

項

に

掲

げ

る

短

期

間

の

入

所

を

し

て

い

る

者

又

は

施

設

に

通

う

者

は

施

設

入

所

等

子

ど

も

に

該

当

し

な

い

こ

と

に

留

意

す

る

こ

と

。

 
 

二

 

前

号

に

よ

っ

て

確

認

で

き

な

い

事

項

又

は

請

求

に

係

る

事

実

を

明

確

に

す

る

た

め

、

特

に

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

所

要

の

調

査

を

行

う

こ

と

。

 

三

 

請

求

に

係

る

施

設

入

所

等

子

ど

も

が

法

第

十

八

条

第

一

項

第

 



一

号

に

規

定

す

る

特

定

施

設

入

所

等

子

ど

も

（

以

下

「

特

定

施

設

入

所

等

子

ど

も

」

と

い

う

。

）

に

該

当

す

る

か

否

か

を

次

に

よ

り

確

認

す

る

こ

と

。

 
 

ア

 
省

令

第

四

条

第

四

項

第

一

号

の

規

定

に

基

づ

い

て

添

付

さ

れ

る

書

類

に

よ

り

、

当

該

施

設

入

所

等

子

ど

も

が

父

母

の

い

な

い

子

ど

も

で

あ

る

こ

と

又

は

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

第

二

十

八

条

の

規

定

に

よ

る

入

所

等

の

措

置

が

採

ら

れ

て

い

る

子

ど

も

で

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

な

場

合

は

、

特

定

施

設

入

所

等

子

ど

も

に

該

当

す

る

こ

と

。

 
 

イ

 

ア

に

規

定

す

る

場

合

以

外

の

場

合

は

、

当

該

施

設

入

所

等

子

ど

も

の

保

護

者

（

児

童

福

祉

法

第

六

条

に

規

定

す

る

保

護

者

を

い

う

。
以

下

同

じ

。
）
の

住

所

地

の

市

町

村

に

対

し

て

、

当

該

施

設

入

所

等

子

ど

も

が

里

親

等

へ

の

委

託

又

は

児

童

福

祉

施

設

等

へ

の

入

所

の

措

置

を

さ

れ

る

前

に

、

当

該

保

護

者

が

当

該

施

設

入

所

等

子

ど

も

を

監

護

し

、

か

つ

、

生

計

を

同

じ

く

し

て

い

た

か

ど

う

か

を

確

認

す

る

こ

と

。

な

お

、

当

該

施

設

入

所

等

子

ど

も

が

里

親

等

へ

の

委

託

又

は

児

童

福

祉

施

設

等

へ

入

所

の

措

置

を

さ

れ

た

日

の

属

す

る

月

に

お

い

て

、

当

該

保

護

者

が

子

ど

も

手

当

受

給

者

で

な

か

っ

た

場

合

は

、

当

該

施

設

入

所

等

子

ど

も

は

、

特

定

施

設

入

所

等

子

ど

も

に

該

当

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

。

 
 

３

 

前

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、

受

給

資

格

が

あ

る

者

と

確

認

し

た

と

き

は

、

支

給

額

を

決

定

す

る

と

と

も

に

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

施

設

等

受

給

者

用

の

受

給

者

台

帳
（

以

下
「

受

給

者

台

帳
（

施

設

等

受

給

者

用

）

」

と

い

う

。

）

に

所

要

の

事

項

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

二

 

様

式

第

九

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 



三

 

認

定

請

求

書

（

施

設

等

受

給

資

格

者

用

）

に

認

定

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 

四

 
住

民

基

本

台

帳

の

所

定

欄

に

支

給

開

始

年

月

を

記

載

す

る

こ

と

（

請

求

者

が

国

、

地

方

公

共

団

体

又

は

法

人

で

あ

る

場

合

を

除

く

。

）

。
 
 

４

 

第

二

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、

受

給

資

格

が

な

い

も

の

と

確

認

し

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

認

定

請

求

書

（

施

設

等

受

給

資

格

者

用

）

に

却

下

の

旨

及

び

 

 
 

却

下

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

二

 

様

式

第

九

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 

（

一

般

受

給

資

格

者

に

係

る

額

改

定

認

定

請

求

書

の

処

理

）

 

第

十

二

条

 

省

令

第

五

条

第

一

項

の

請

求

書

（

以

下

「

額

改

定

認

定

請

求

書

」

と

い

う

。

）

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

省

令

第

十

四

条

の

規

定

に

よ

っ

て

所

定

の

添

付

書

類

を

省

略

さ

せ

た

と

き

は

、

額

改

定

認

定

請

求

書

に

そ

の

省

略

さ

せ

た

書

類

の

名

称

及

び

そ

の

理

由

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 

二

 

額

改

定

認

定

請

求

書

の

記

載

及

び

そ

の

添

付

書

類

に

容

易

に

補

正

で

き

な

い

程

度

の

不

備

が

あ

る

と

き

は

、

第

十

条

第

一

項

第

二

号

及

び

第

三

号

の

規

定

の

例

に

よ

り

処

理

す

る

こ

と

。

 
 

２

 

額

改

定

認

定

請

求

書

の

記

載

内

容

に

つ

い

て

は

、
第

十

条

第

二

項

の

規

定

の

例

に

よ

り

審

査

す

る

も

の

と

す

る

。

 

３

 

前

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、
支

給

額

を

改

定

す

べ

き

も

の

と

確

認

し

た

と

き

は

、

支

給

額

を

決

定

す

る

と

と

も

に

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

受

給

者

台

帳

（

一

般

受

給

者

用

）

に

新

た

に

支

給

対

象

と

な

っ

た

子

ど

も

の

氏

名

そ

の

他

の

事

項

及

び

改

定

後

の

支

給

額

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 



二

 

様

式

第

十

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

第

十

条

第

三

項

第

二

号

ア

か

ら

ウ

ま

で

に

掲

げ

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

同

号

の

規

定

の

例

に

よ

り

通

知

書

を

作

成

す

る

こ

と

。

 

三

 

額

改

定

認

定

請

求

書

に

改

定

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 

４

 

第

二

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、

支

給

額

を

改

定

し

な

い

も

の

と

確

認

し

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

一

 

受

給

者

台

帳

（

一

般

受

給

者

用

）

の

備

考

欄

に

改

定

の

請

求

を

却

下

し

た

旨

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

二

 

様

式

第

十

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 
 

三

 

額

改

定

認

定

請

求

書

に

改

定

請

求

却

下

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

（

一

般

受

給

者

に

係

る

額

改

定

届

の

処

理

）

 
 

第

十

三

条

 

省

令

第

六

条

第

一

項

の

届

書

（

以

下

「

額

改

定

届

」

と

い

う

。

）

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

の

例

に

よ

り

処

理

し

、

額

改

定

届

の

記

載

内

容

に

つ

い

て

第

十

条

第

二

項

の

規

定

の

例

に

よ

り

審

査

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、

届

出

に

係

る

事

実

が

あ

る

こ

と

を

確

認

し

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

受

給

者

台

帳

（

一

般

受

給

者

用

）

の

子

ど

も

欄

か

ら

改

定

の

原

因

と

な

る

子

ど

も

に

係

る

記

載

を

消

除

す

る

と

と

も

に

、

改

定

後

の

支

給

額

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 

二

 

様

式

第

十

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

届

出

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 

三

 

額

改

定

届

に

改

定

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 

３

 

第

一

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、

届

出

に

係

る

事

実



が

な

い

こ

と

を

確

認

し

た

と

き

は

、

受

給

者

台

帳

（

一

般

受

給

者

用

）

の

備

考

欄

に

額

改

定

届

を

返

付

し

た

旨

を

記

入

し

、

届

出

者

に

返

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

施

設

等

受

給

資

格

者

に

係

る

額

改

定

認

定

請

求

書

の

処

理

）

 

第

十

四

条

 
省

令

第

五

条

第

三

項

の

請

求

書

（

以

下

「

額

改

定

認

定

請

求

書

（

施

設

等

受

給

者

用

）

」

と

い

う

。

）

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

の

例

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

額

改

定

認

定

請

求

書

（

施

設

等

受

給

者

用

）

の

記

載

内

容

に

つ

い

て

は

、

第

十

一

条

第

二

項

の

規

定

の

例

に

よ

り

審

査

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

３

 

前

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、

支

給

額

を

改

定

す

べ

き

も

の

と

確

認

し

た

と

き

は

、

支

給

額

を

決

定

す

る

と

と

も

に

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

一

 

受

給

者

台

帳

（

施

設

等

受

給

者

用

）

に

新

た

に

支

給

対

象

と

な

っ

た

子

ど

も

の

氏

名

そ

の

他

の

事

項

及

び

改

定

後

の

支

給

額

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

二

 

様

式

第

十

一

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 
 

三

 

額

改

定

認

定

請

求

書

（

施

設

等

受

給

者

用

）

に

改

定

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 

４

 

第

二

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、

支

給

額

を

改

定

し

な

い

も

の

と

確

認

し

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

一

 

受

給

者

台

帳

（

施

設

等

受

給

者

用

）

の

備

考

欄

に

改

定

の

請

求

を

却

下

し

た

旨

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 

二

 

様

式

第

十

一

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 

三

 

額

改

定

認

定

請

求

書

（

施

設

等

受

給

者

用

）

に

改

定

請

求

却

 



下

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

（

施

設

等

受

給

者

に

係

る

額

改

定

届

の

処

理

）

 
第

十

五

条
 

省

令

第

六

条

第

二

項

の

届

書

（

以

下

「

額

改

定

届

（

施

設

等

受

給

者

用

）

」

と

い

う

。

）

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

の

例

に

よ

り

処

理

し

、

額

改

定

届
（

施

設

等

受

給

者

用

）
の

記

載

内

容

に

つ

い

て

第

十

一

条

第

二

項

の

規

定

の

例

に

よ

り

審

査

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、
届

出

に

係

る

事

実

を

確

認

し

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

受

給

者

台

帳

（

施

設

等

受

給

者

用

）

の

子

ど

も

欄

か

ら

改

定

の

原

因

と

な

る

子

ど

も

に

係

る

記

載

を

消

除

す

る

と

と

も

に

、

改

定

後

の

支

給

額

を

記

入

す

る

こ

と

。
 
 

二

 

様

式

第

十

一

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

届

出

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 

三

 

額

改

定

届

（

施

設

等

受

給

者

用

）

に

改

定

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 

３

 

第

一

項

の

規

定

に

よ

っ

て

審

査

し

た

結

果

、

届

出

に

係

る

事

実

が

な

い

こ

と

を

確

認

し

た

と

き

は

、

受

給

者

台

帳

（

施

設

等

受

給

者

用

）

の

備

考

欄

に

額

改

定

届

を

返

付

し

た

旨

を

記

入

し

、

届

出

者

に

返

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

職

権

に

基

づ

く

額

改

定

の

処

理

）

 
 

第

十

六

条

 

額

改

定

届

又

は

額

改

定

届

（

施

設

等

受

給

者

用

）

の

提

出

が

な

い

場

合

に

お

い

て

も

、

公

簿

等

に

よ

っ

て

支

給

額

を

減

額

す

べ

き

も

の

と

確

認

し

た

と

き

は

、

職

権

に

よ

り

支

給

額

を

改

定

す

る

と

と

も

に

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

受

給

者

台

帳

の

子

ど

も

欄

か

ら

改

定

の

原

因

と

な

る

子

ど

も

に

係

る

記

載

を

消

除

す

る

と

と

も

に

、

改

定

後

の

支

給

額

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

二

 

様

式

第

十

号

又

は

様

式

第

十

一

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、



受

給

者

に

送

付

す

る

と

と

も

に

、

受

給

者

台

帳

の

備

考

欄

に

そ

の

送

付

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
（

氏

名

変

更

等

届

の

処

理

）

 
 

第

十

七

条
 

省

令

第

七

条

の

届

書

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

届

出

者

が

一

般

受

給

者

で

あ

る

場

合

は

、

受

給

者

台

帳

（

一

般

受

給

者

用

）

の

受

給

者

又

は

子

ど

も

の

氏

名

欄

を

改

め

る

こ

と

。

 

二

 

届

出

者

が

施

設

等

受

給

者

で

あ

る

場

合

は

、
受

給

者

台

帳
（

施

設

等

受

給

者

用

）

の

設

置

者

等

の

氏

名

（

法

人

名

等

）

欄

、

施

設

等

の

名

称

欄

、

施

設

等

の

種

類

欄

及

び

施

設

入

所

等

子

ど

も

の

氏

名

欄

を

必

要

に

応

じ

て

改

め

る

こ

と

。

 

（

住

所

変

更

等

届

の

処

理

）

 
 

第

十

八

条

 

省

令

第

八

条

の

届

書

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、
次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

一

 

届

出

者

が

一

般

受

給

者

で

あ

る

場

合

は

、

受

給

者

又

は

子

ど

も

の

氏

名

及

び

住

所

等

を

公

簿

等

及

び

添

付

書

類

に

よ

り

確

認

す

る

こ

と

。

 

二

 

届

出

者

が

施

設

等

受

給

者

で

あ

る

場

合

は

、

設

置

者

等

の

住

所

地
（

法

人

の

場

合

は

、
法

人

の

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

）
、

施

設

等

の

所

在

地

若

し

く

は

住

所

又

は

施

設

入

所

等

子

ど

も

の

居

住

地

を

公

簿

等

及

び

添

付

書

類

に

よ

り

確

認

す

る

こ

と

。

 

三

 

受

給

者

台

帳

に

変

更

後

の

住

所

等

及

び

変

更

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

（

受

給

事

由

消

滅

届

の

処

理

）

 

第

十

九

条

 

省

令

第

九

条

の

届

書

（

以

下

「

受

給

事

由

消

滅

届

」

と

い

う

。

）

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

受

給

者

台

帳

に

消

滅

事

由

及

び

消

滅

年

月

日

を

記

入

し

、

そ



の

台

帳

を

除

い

て

別

に

保

管

す

る

こ

と

。

 

二
 

様

式

第

十

二

号

又

は

様

式

第

十

三

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

届

出

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 

三

 
住

民

基

本

台

帳

の

所

定

欄

に

支

給

終

了

年

月

を

記

入

す

る

こ

と

（

届

出

者

が

国

、

地

方

公

共

団

体

又

は

法

人

で

あ

る

場

合

を

除

く

。

）

。
 
 

四

 

支

給

対

象

と

な

る

子

ど

も

と

市

町

村

を

異

に

し

て

別

居

し

て

い

る

父

母

指

定

者

に

つ

い

て

、

前

三

号

に

よ

り

処

理

を

し

た

と

き

は

、

子

ど

も

の

住

所

地

の

市

町

村

に

対

し

て

、

様

式

第

十

四

号

に

よ

り

通

知

す

る

こ

と

。
 

（

職

権

に

基

づ

く

支

給

事

由

消

滅

の

処

理

）

 
 

第

二

十

条

 

受

給

事

由

消

滅

届

の

提

出

が

な

い

場

合

に

お

い

て

も

、

公

簿

等

に

よ

っ

て

子

ど

も

手

当

の

支

給

事

由

が

全

て

消

滅

し

た

も

の

と

確

認

し

た

と

き

は

、
職

権

に

基

づ

い

て

前

条

の

規

定

の

例

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。
次

に

掲

げ

る

場

合

は

、
そ

れ

ぞ

れ

職

権

に

基

づ

く

処

理

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。

 
 

一

 

省

令

第

一

条

に

定

め

る

理

由

に

よ

り

子

ど

も

が

日

本

国

内

に

住

所

を

有

し

な

く

な

っ

た

日

か

ら

三

年

を

経

過

し

た

場

合
 
 

二

 

法

第

四

条

第

三

項

の

規

定

が

適

用

さ

れ

る

こ

と

に

よ

り

、
受

給

者

と

生

計

を

同

じ

く

し

な

い

同

居

父

母

が

認

定

さ

れ

る

に

至

っ

た

場

合

 
 

三

 

支

給

対

象

の

子

ど

も

が

施

設

入

所

等

子

ど

も

と

な

っ

た

こ

と

に

伴

い

、

そ

の

父

母

等

が

当

該

子

ど

も

に

係

る

支

給

要

件

を

具

備

し

な

く

な

っ

た

場

合

 
 

四

 

施

設

入

所

等

子

ど

も

で

な

く

な

っ

た

こ

と

に

伴

い

、

里

親

等

又

は

施

設

設

置

者

が

当

該

子

ど

も

に

係

る

支

給

要

件

を

具

備

し

な

く

な

っ

た

場

合

 
 

五

 

そ

の

他

支

給

要

件

を

具

備

し

な

く

な

っ

た

こ

と

が

明

ら

か

な

場

合

 



（

住

民

基

本

台

帳

法

に

よ

る

届

出

の

処

理

）

 
 

第

二

十

一

条

 

住

民

基

本

台

帳

法
（

昭

和

四

十

二

年

法

律

第

八

十

一

号

）
第

二

十

三

条

又

は

第

二

十

四

条

の

規

定

に

よ

る

届

出

が

あ

っ

た

と

き
（

そ

の

届

出

に

係

る

書

面

に

同

法

附

則

第

八

条

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

第

二

十

九

条

の

二

の

規

定

に

よ

る

附

記

が

な

さ

れ

た

と

き

に

限

る

。

）

は

、

第

十

八

条

又

は

第

十

九

条

の

規

定

の

例

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

支

払

の

処

理

）

 
 

第

二

十

二

条

 

子

ど

も

手

当

の

支

払

日

は

、

法

第

七

条

第

四

項

に

規

定

す

る

支

払

期

月

の

十

日

と

す

る

。
た

だ

し

、
そ

の

日

が

日

曜

日

、

土

曜

日

、

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

七

十

八

号

）
に

規

定

す

る

休

日
（

以

下
「

日

曜

日

等

」
と

い

う

。
）

に

当

た

る

と

き

は

、

そ

の

日

以

前

に

お

い

て

、

そ

の

日

に

最

も

近

い

日

曜

日

等

で

な

い

日

と

す

る

。

 

２

 

子

ど

も

手

当

の

支

払

を

窓

口

で

行

う

場

合

に

は

、

様

式

第

十

五

号

の

一

又

は

様

式

第

十

五

号

の

二

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

受

給

者

に

送

付

又

は

広

報

せ

い

ろ

う

に

よ

り

通

知

す

る

と

と

も

に

、

受

給

者

台

帳

に

支

払

金

額

及

び

支

払

年

月

日

を

記

入

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

３

 

子

ど

も

手

当

の

支

払

を

口

座

振

替

で

行

う

場

合

に

は

様

式

第

十

五

号

の

三

、

様

式

第

十

五

号

の

四

、

様

式

第

十

五

号

の

五

又

は

様

式

第

十

五

号

の

六

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

受

給

者

に

送

付

又

は

広

報

せ

い

ろ

う

に

よ

り

通

知

す

る

も

の

と

し

、

支

払

を

行

っ

た

場

合

に

は

受

給

者

台

帳

に

支

払

金

額

及

び

支

払

年

月

日

を

記

入

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

４

 

様

式

第

十

五

号

の

五

又

は

様

式

第

十

五

号

の

六

に

よ

り

通

知

し

た

場

合

で

あ

っ

て

、

通

知

後

、

支

払

の

内

容

等

に

変

更

を

生

じ

た

場

合

は

、

変

更

内

容

を

記

載

し

、

受

給

者

に

改

め

て

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

 



（

未

支

払

請

求

書

の

処

理

）

 
 

第

二

十

三

条

 

省

令

第

十

一

条

の

請

求

書
（

以

下
「

未

支

払

請

求

書

」

と

い

う

。

）

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

一

 

未

支

払

請

求

書

の

記

載

事

項

に

つ

い

て

、

受

給

者

台

帳

と

照

合

す

る

こ

と

。
 
 

二

 

未

支

払

の

子

ど

も

手

当

を

支

給

す

る

も

の

と

決

定

し

た

と

き

は

、

次

に

よ

る

こ

と

。
 
 

ア

 

請

求

者

が

法

第

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

十

五

歳

に

達

す

る

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

あ

る

子

ど

も

（

以

下

「

中

学

校

修

了

前

の

子

ど

も

」

と

い

う

。

）

で

あ

っ

た

者

で

あ

る

場

合

は

、

様

式

第

十

六

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 
 

イ

 

請

求

者

が

法

第

十

一

条

第

二

項

に

規

定

す

る

施

設

等

受

給

資

格

者

又

は

施

設

等

受

給

資

格

者

で

あ

っ

た

者

で

あ

る

場

合

は

、

様

式

第

十

七

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 
 

ウ

 

請

求

者

が

中

学

校

修

了

前

の

子

ど

も

で

あ

っ

た

者

で

あ

る

場

合

は

、

受

給

者

台

帳

（

一

般

受

給

者

用

）

の

支

払

金

額

欄

に

支

払

金

額

及

び

支

払

年

月

日

を

、

備

考

欄

に

請

求

者

の

氏

名

及

び

住

所

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 

エ

 

請

求

者

が

施

設

等

受

給

資

格

者

又

は

施

設

等

受

給

資

格

者

で

あ

っ

た

者

で

あ

る

場

合

は

、

受

給

者

台

帳

（

施

設

等

受

給

者

用

）

の

支

払

金

額

欄

に

支

払

金

額

及

び

支

払

年

月

日

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 

三

 

請

求

を

却

下

す

る

も

の

と

決

定

し

た

と

き

は

、

次

に

よ

る

こ

と

。

 
 

ア

 

請

求

者

が

中

学

校

修

了

前

の

子

ど

も

で

あ

っ

た

者

で

あ

る

場

合

は

、

様

式

第

十

六

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求



者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 
 

イ

 

請

求

者

が

施

設

等

受

給

資

格

者

又

は

施

設

等

受

給

資

格

者

で

あ

っ

た

者

で

あ

る

場

合

は

、

様

式

第

十

七

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

請

求

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 

ウ

 
請

求

者

が

中

学

校

修

了

前

の

子

ど

も

で

あ

っ

た

者

で

あ

る

場

合

は

、

受

給

者

台

帳

（

一

般

受

給

者

用

）

の

備

考

欄

に

請

求

を

却

下

し

た

旨

を

記

入

す

る

こ

と

。

 
 

エ

 

請

求

者

が

施

設

等

受

給

資

格

者

又

は

施

設

等

受

給

資

格

者

で

あ

っ

た

者

で

あ

る

場

合

は

、

受

給

者

台

帳

（

施

設

等

受

給

者

用

）

の

当

該

請

求

に

係

る

施

設

入

所

等

子

ど

も

で

あ

っ

た

者

の

備

考

欄

に

請

求

を

却

下

し

た

旨

を

記

入

す

る

こ

と

。

 

（

支

払

の

一

時

差

止

め

の

処

理

）

 
 

第

二

十

四

条

 

法

第

十

条

の

規

定

に

よ

り

子

ど

も

手

当

の

支

払

を

一

時

差

し

止

め

る

も

の

と

決

定

し

た

と

き

は

、

様

式

第

十

八

号

又

は

様

式

第

十

九

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

受

給

者

に

送

付

す

る

と

と

も

に

、

受

給

者

台

帳

の

備

考

欄

に

そ

の

旨

を

記

入

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

処

分

の

取

消

し

）

 

第

二

十

五

条

 

子

ど

も

手

当

の

支

給

に

つ

い

て

の

認

定

、

子

ど

も

手

当

の

額

の

改

定

、

支

払

の

一

時

差

止

め

そ

の

他

の

処

分

に

関

し

誤

り

が

あ

っ

た

と

き

は

、

速

や

か

に

そ

の

処

分

を

取

り

消

す

と

と

も

に

、

適

切

に

、

新

た

な

処

分

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 
 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

り

処

分

の

取

消

し

を

行

っ

た

と

き

は

、

文

書

を

も

っ

て

請

求

者

等

に

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

寄

附

に

係

る

事

務

処

理

）

 
 

第

二

十

六

条

 

法

第

二

十

四

条

の

規

定

に

よ

る

寄

附

の

申

出

に

つ

い

て

は

、

申

出

の

期

限

を

定

め

、

受

給

資

格

者

に

周

知

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 



２
 

省

令

第

十

八

条

の

子

ど

も

手

当

に

係

る

寄

附

の

申

出

書

（

以

下

「

寄

附

申

出

書

」

と

い

う

。

）

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

一

 
支

払

期

月

ご

と

に

寄

附

申

出

書

に

記

載

さ

れ

た

寄

附

金

額

を

受

給

者

台

帳

に

記

入

し

、

当

該

支

払

期

月

に

支

給

す

る

子

ど

も

手

当

の

額

（

法

第

二

十

五

条

又

は

第

二

十

六

条

の

規

定

に

基

づ

く

徴

収

等

が

あ

る

場

合

は

、

当

該

徴

収

等

額

を

控

除

し

た

額

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

か

ら

寄

附

金

額

を

控

除

し

た

額

を

支

払

う

も

の

と

す

る

こ

と

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

支

払

期

月

に

支

給

す

る

子

ど

も

手

当

の

額

が

寄

附

金

額

に

満

た

な

い

場

合

は

、

寄

附

は

行

わ

れ

な

い

も

の

と

し

、

寄

附

金

額

を

控

除

せ

ず

に

支

払

う

こ

と

。

 

二

 

支

払

期

月

ご

と

に

支

給

す

る

子

ど

も

手

当

の

額

か

ら

寄

附

金

額

を

控

除

し

、

様

式

第

二

十

号

に

よ

る

寄

附

受

領

証

明

書

を

作

成

し

、

寄

附

を

行

っ

た

者

に

送

付

す

る

こ

と

。
 
 

３

 

寄

附

申

出

書

の

署

名

欄

と

子

ど

も

手

当

の

受

給

資

格

者

の

氏

名

が

異

な

る

場

合

又

は

申

出

の

期

限

を

過

ぎ

て

寄

附

申

出

書

が

提

出

さ

れ

た

場

合

に

は

、

当

該

寄

附

申

出

書

を

提

出

者

に

返

戻

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

４

 

寄

附

申

出

書

を

提

出

し

た

受

給

資

格

者

か

ら

、

寄

附

申

出

書

の

内

容

を

変

更

し

、

又

は

寄

附

申

出

書

を

撤

回

す

る

た

め

、

様

式

第

二

十

一

号

に

よ

る

申

出

書

が

提

出

さ

れ

た

場

合

に

は

、

速

や

か

に

処

理

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 
 

５

 

支

給

事

由

の

消

滅

等

に

よ

り

子

ど

も

手

当

の

支

払

が

行

わ

れ

な

い

場

合

又

は

手

当

額

の

減

額

に

よ

り

寄

附

申

出

書

の

寄

附

の

額

に

達

し

な

い

と

き

は

、

申

出

に

係

る

寄

附

の

受

領

は

行

わ

な

い

も

の

と

す

る

。

 

（

受

給

資

格

者

の

申

出

に

よ

る

学

校

給

食

費

等

の

徴

収

等

に

係

る

事

務

処

理

）

 
 



第

二

十

七

条

 

法

第

二

十

五

条

の

規

定

に

よ

り

、
受

給

資

格

者

の

申

出

に

よ

る

学

校

給

食

費

等

の

徴

収

等

を

実

施

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、
実

施

す

る

旨

を

受

給

資

格

者

に

周

知

す

る

と

と

も

に

、
申

出

の

期

限

を

定

め

、

受

給

資

格

者

に

周

知

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

省

令

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、
同

項

の

子

ど

も

手

当

に

係

る

学

校

給

食

費

等

の

徴

収

等

に

関

す

る

申

出

書
（

以

下
「

学

校

給

食

費

等

徴

収

等

申

出

書

」

と

い

う

。

）

の

提

出

を

受

け

た

と

き

は

、

次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

一

 

学

校

給

食

費

等

徴

収

等

申

出

書

に

基

づ

き

徴

収

等

を

行

う

場

合

は

、

子

ど

も

手

当

か

ら

徴

収

等

を

す

る

支

払

期

月

ご

と

の

費

用

、

徴

収

額

等

に

つ

い

て

、

様

式

第

二

十

二

号

に

よ

る

通

知

書

を

作

成

し

、

徴

収

等

対

象

者

に

送

付

す

る

こ

と

。

 
 

二

 

支

払

期

月

ご

と

に

学

校

給

食

費

等

徴

収

等

申

出

書

に

基

づ

き

徴

収

等

を

行

う

額

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

徴

収

等

額

」

と

い

う

。

）

を

受

給

者

台

帳

に

記

入

し

、

当

該

支

払

期

月

に

支

給

す

る

子

ど

も

手

当

の

額

（

法

第

二

十

四

条

の

規

定

に

基

づ

く

寄

附

金

額

又

は

法

第

二

十

六

条

の

規

定

に

基

づ

く

徴

収

額

が

あ

る

場

合

は

、

そ

れ

ら

の

金

額

を

控

除

し

た

額

）

か

ら

徴

収

等

額

を

控

除

し

た

額

を

支

払

う

こ

と

。

 
 

３

 

学

校

給

食

費

等

徴

収

等

申

出

書

の

署

名

欄

と

子

ど

も

手

当

の

受

給

資

格

者

の

氏

名

が

異

な

る

場

合

そ

の

他

申

出

に

基

づ

く

徴

収

等

を

行

う

こ

と

が

で

き

な

い

と

判

断

さ

れ

る

場

合

に

は

、

当

該

申

出

書

を

提

出

者

に

返

戻

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

４

 

学

校

給

食

費

等

徴

収

等

申

出

書

を

提

出

し

た

受

給

資

格

者

か

ら

、

学

校

給

食

費

等

徴

収

等

申

出

書

の

内

容

を

変

更

し

、

又

は

学

校

給

食

費

等

徴

収

等

申

出

書

を

撤

回

す

る

た

め

、

様

式

第

二

十

三

号

に

よ

る

申

出

書

が

提

出

さ

れ

た

場

合

に

は

、

速

や

か

に

処

理

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

（

保

育

料

の

特

別

徴

収

に

係

る

事

務

処

理

）

 
 



第

二

十

八

条

 

法

第

二

十

六

条

の

規

定

に

基

づ

き

、
同

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

徴

収

（

以

下

「

特

別

徴

収

」

と

い

う

。

）

の

方

法

に

よ

っ

て

保

育

料

を

徴

収

す

る

と

き

は

、
次

に

よ

り

処

理

す

る

も

の

と

す

る

。
 

一

 

様

式

第

二

十

四

号

に

よ

る

保

育

料

特

別

徴

収

通

知

書
（

以

下

「

特

別

徴

収

通

知

書

」

と

い

う

。

）

を

作

成

し

、

徴

収

対

象

者

に

あ

ら

か

じ

め

送

付

す

る

こ

と

。

 
 

二

 

前

号

に

よ

り

通

知

し

た

特

別

徴

収

額

に

変

更

を

生

じ

た

と

き

は

、
特

別

徴

収

通

知

書

を

改

め

て

作

成

し

、

徴

収

対

象

者

に

あ

ら

か

じ

め

送

付

す

る

こ

と

。
 
 

三

 

支

払

期

月

ご

と

に

特

別

徴

収

通

知

書

に

基

づ

く

徴

収

額

を

受

給

者

台

帳

に

記

入

し

、
当

該

支

払

期

月

に

支

給

す

る

子

ど

も

手

当

の

額

か

ら

徴

収

額

を

控

除

し

た

額
（

法

第

二

十

四

条

の

規

定

に

基

づ

く

寄

附

金

額

又

は

前

条

第

二

項

第

二

号

に

規

定

す

る

徴

収

等

額

が

あ

る

場

合

は

、
そ

れ

ら

の

額

を

更

に

控

除

し

た

額

）

を

支

払

う

こ

と

。

 

（

帳

簿

等

の

保

存

期

間

）

 
 

第

二

十

九

条

 

子

ど

も

手

当

の

支

給

等

に

係

る

事

務

に

用

い

る

帳

簿

、

請

求

書

、

届

書

等

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

期

間

保

存

す

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

受

給

者

台

帳

 

支

給

事

由

の

消

滅

の

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

か

ら

五

年

 

二

 

父

母

指

定

者

管

理

台

帳

 

父

母

指

定

者

に

子

ど

も

手

当

が

支

給

さ

れ

な

く

な

っ

た

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

か

ら

五

年

 

三

 

認

定

請

求

書

 

支

給

事

由

の

消

滅

の

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

か

ら

五

年

 

四

 

未

支

払

請

求

書

 

提

出

の

あ

っ

た

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

か

ら

二

年

 

五

 

額

改

定

認

定

請

求

書

 

提

出

の

あ

っ

た

日

の

属

す

る

年

度

の



翌

年

度

か

ら

二

年

 

六
 

前

各

号

以

外

の

届

書

等

 

提

出

の

あ

っ

た

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

か

ら

一

年

 
 

（

通

知

書

等

作

成

の

取

扱

い

）

 
 

第

三

十

条

 
様

式

第

六

号

か

ら

様

式

第

二

十

四

号

ま

で

の

通

知

書

等

（

以

下
「

通

知

書

等

」
と

い

う

。
）
を

作

成

す

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

適

宜

、

必

要

な

様

式

変

更

、

必

要

な

情

報

提

供

等

を

付

記

し

て

も

差

し

支

え

な

い

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

は

、

通

知

書

等

の

記

載

事

項

を

別

紙

等

で

取

り

扱

う

こ

と

も

可

能

と

す

る

。

 

附

 

則

 
 

（

施

行

期

日

）

 
 

１

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

改

正

後

の

聖

籠

町

子

ど

も

手

当

事

務

処

理

規

則

の

規

定

は

、

平

成

二

十

三

年

十

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 
 

２

 

改

正

後

の

聖

籠

町

子

ど

も

手

当

事

務

処

理

規

則

の

規

定

は

、

平

成

二

十

三

年

十

月

分

以

後

の

月

分

の

子

ど

も

手

当

に

係

る

事

務

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

年

九

月

分

以

前

の

月

分

の

子

ど

も

手

当

に

係

る

事

務

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 
 

 

  



様式第１号

〒　　　-　　　

電話　　　（　　　　　）

円

非該当年月日

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

手 当 月 額

平成　・　・

・ 平成

・

・ ・

・

・

・ ・

・

備
考

明治
大正
昭和
平成

・

・

受

給

者

（ふりがな）

平成

平成

性別

加 入 し て い る 年 金 等 の 年 金 手 帳 、 組 合 員 証 又 は 加 入 者 証 の 種 別

・

支 給 開 始 年 月

子ども手当該当年月日

３歳未満
３歳以上

小学校修了前
小学校修了後
中学校修了前

配偶者
の職業

ア．被用者
イ．公務員
ウ．被用者等でない者

口 座 番 号名 称
職 業

ア．被用者
イ．公務員
ウ．被用者等でない者

住 所
支
払
金
融
機
関

氏 名

・ 配偶者
の氏名

（ふりがな）

配偶者
の有無 有 ・ 無

平成

・

・

生　年　月　日

平成

平成

平成

ア．厚生年金保険
イ．私立学校教職員共済
ウ．国家公務員共済

エ．地方公務員等共済
オ．国民年金
カ．その他（　　　　　）

（表面）

子　ど　も　手　当　受　給　者　台　帳

男・女 生年月日

子

ど

も

氏　　名 続　柄

平成 ・ ・中学生分

計

・

同 ・ 別 平成　　年　　月

同 ・ 別 平成　　年　　月

同 ・ 別 平成　　年　　月

同一・維持

監 護 の
有 無

有 ・ 無

有 ・ 無

住　　　所

認 定 年 月 日

有 ・ 無

子どもとの関係
同居・別居

の別

同 ・ 別

海外留学をしている
場合の出国年月

平成　　年　　月

生 計 関 係

・未成年後見
人
・父母指定者
・同居父母

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

同一・維持

同一・維持

同一・維持

同一・維持

平成　・　・同 ・ 別 平成　　年　　月

同 ・ 別 平成　　年　　月

・未成年後見
人
・父母指定者
・同居父母

・未成年後見
人
・父母指定者
・同居父母

平成　・　・

平成　・　・同一・維持

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

・未成年後見
人
・父母指定者
・同居父母

・未成年後見
人
・父母指定者
・同居父母

・未成年後見
人
・父母指定者
・同居父母

円

円

円

・３歳未満分

支 給 事 由 消 滅 年 月 日 ・ 消 滅 事 由

（消滅事由）

平成

・３歳以上小学校修了前分

・・



円

小学校修了後中学校修了前分 円

　　　　計 円

学校給食費等徴収等額 ②

　　　　計 円

子ども手当支給額 ①

平成　　・　　・支払年月日

円

円

円

3歳未満分

3歳以上小学校修了前分

小学校修了後中学校修了前分

3歳未満分 円

3歳以上小学校修了前分 円

円支払金額（①－②－③－④）

支払年月日 平成　　・　　・

④

円

円

円

①

学校給食費等徴収等額 ②

保育料の特別徴収額 ③

寄  附  金  額

支
払
金
額
欄

（裏面）

備考

円

支払金額（①－②－③－④）

２
月
期

６
月
期

子ども手当支給額

保育料の特別徴収額 ③ 円

寄  附  金  額 ④ 円



様式第2号

円

円

円

子ども手当受給者台帳（施設等受給者用）

（表面）

性 別 男・女

口 座 番 号支

払

金

融

機

関

（ふりがな）

設置者等の
氏 名

（ 法 人 名
等 ）

施設等の
名 称

施設等
の種類

職 業
ア．被用者
イ．公務員
ウ．被用者等でない者

明治
大正
昭和
平成

・　　・
受

給

者

・　　　・

加 入 し て い る 年 金 等 の 年 金 手 帳 、 組 合 員 証 又 は 加 入 者 証 の 種 別

設置者等の
住所地（法
人の主たる
事務所の所
在 地 ）

施 設 等
所 在 地
又 は 里
親 住 所

地

〒　　　-

　　　電話　（　　　）

〒　　　-

　　　電話　（　　　）

備

考

３歳未満分

中学生分

円

３歳以上小学校修了前分

ア．厚生年金保険
イ．私立学校教職員共済
ウ．国家公務員共済

エ．地方公務員等共済
オ．国民年金
カ．その他（　　　　　）

計

支 給 事 由 消 滅 年 月 日 ・
消 滅 事 由

平成

認 定 年 月 日

平成 ・　　　・

名 称
生年月日

支 給 開 始 年 月 手 当 月 額

平成 ・

（消滅事由）



※支払金融機関欄及び口座番号欄は、受給者が国公立施設の場合に記入を要する。

計

平成　　・　　・

平成　　・　　・

計

備　　　　　　考

3 歳 未 満

3歳以上小学校修了前

小 学 校 修 了 後
中 学 校 修 了 前

円

平成　・　・

円

子ども手当該当年月日

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

円

平成　・　・ 平成　・　・

平成　・　・ 平成　・　・

円

平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・

円

入 所 等 期 間

平成　・　・

円
支

払

金

額

円 円 円

平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・

平成　・　・平成　・　・

円

円

円 円 円

円 円 円

平成　・　・

円

平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・

円 円

円 円 円円 円

円 円 円

円 円

円 円 円

有　・　無

平成　・　・平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・平成　・　・

平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・

平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・

平成　・　・

有　・　無

平成　・　・

有　・　無

平成　・　・

平成　・　・ 平成　・　・平成　・　・

有　・　無 有　・　無

円

平成　・　・ 平成　・　・

有　・　無

平成　・　・

平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・ 平成　・　・

２

月

期

支 払 年 月 日

年齢区分

3 歳 未 満

3歳以上小学校修了前

小 学 校 修 了 後
中 学 校 修 了 前

支 払 金 額

円 円

円 円 円

特 定 施 設 入 所 等 子 ど も 該 当 有 無

支 払 金 融 機 関

口 座 番 号

子 ど も 手 当 非 該 当 年 月 日

円

円 円 円 円

円 円 円 円

円

円

円

円 円 円

円

６

月

期

支 払 年 月 日

年齢区分

3 歳 未 満

3歳以上小学校修了前

小 学 校 修 了 後
中 学 校 修 了 前

支 払 金 額 円 円 円 円円 円 円 円 円円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円円

円 円

円 円 円 円 円

円

円円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円

円 円 円 円 円円 円

円

平成　・　・

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

平成　・　・ 平成　・　・平成　・　・平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・

有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・ 平成　・　・

施 設 入 所 等 子 ど も の 氏 名

生 年 月 日 平成　・　・ 平成　・　・

（裏面）

　区　分　　　　　　　　　　年　度 平成　　年度



様式第3号

請 求 者

返 戻 ・ 保 留
理 由

子ども手当関係書類返戻・保留カード

氏 名 （ 法 人 名 等 ）

住 所 （ 施 設 等 所 在 地 ）

再 提 出 年 月 日

調 査 等 完 了 年 月 日

備 考

返戻・保留通知年月日

整 理
番 号



様式第4号

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

子ども手当受給資格調査員証交付簿

調 査 員
証 番 号

交 付 年 月 日
受領者
氏 名

受領印
交付取
扱者印

返 納 年 月 日
返 納 受
領 者 印 備 考

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・

平成　  ・　　・ 平成　  ・　　・



様式第5号

※対象となる子どもの住所は父母指定者と住所が異なる場合に記入を要する。

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

父母指定者氏名 対象となる子ども

氏       名 住       所生 年 月 日
父母指定者
との関係

住      所生 年 月 日氏       名 性別

備 考

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

子ども手当父母指定者管理台帳

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

届 出 年 月 日

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

指 定 を 行 う
父母等の氏名

支給事由消滅
年月日

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・

平成　・　・



様式第６号 

第         号 

平成  年  月  日 

 

 

         様 

 

                      聖籠町長 

 

 

   印 

 

返戻 

子ども手当 関係書類   通知書  

保留 

 

 平成 年 月 日付で請求（届出）のありました（            ） 

 

                    返戻 

については次の理由で  することとしましたので通知します。 

保留 

 

 なお、請求書（届出書）を再提出の際には、この通知書を添えて提出してく

ださい。 

 

記 

 

返  戻  し  た  理  由 保  留  し  た  理  由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 第 ７ 号  
第          号  
平 成   年   月   日  

 
        様  
 
 
                    聖 籠 町 長  
  
 

 
 

印  
 
 

認   定  
子 ど も 手 当        通 知 書  

認 定 請 求 却 下  
 
                                                      
平 成   年   月   日 付 で 請 求 の あ り ま し た 子 ど も 手 当 に つ い て は 、  
 

と お り 認 定  
次 の              し ま し た の で 通 知 し ま す 。  

理 由 で 請 求 を 却 下  
 
 な お 、 こ の 決 定 に 丌 服 の あ る と き は 、 こ の 通 知 書 を 受 け た 日 の 翌 日 か
ら 起 算 し て 60 日 以 内 に 新 潟 県 知 事 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き
ま す 。 さ ら に 、 こ の 決 定 の 取 消 し を 求 め る 訴 え （ 取 消 訴 訟 ） は 上 記 の 審
査 請 求 に 対 す る 裁 決 の 送 達 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に
聖 籠 町 を 被 告 と し て（ 訴 訟 に お い て 町 を 代 表 す る 者 は 町 長 と な り ま す 。）
提 起 す る こ と が で き ま す 。  
 

記  
 

認 定 に 関 す る 事 項 
 
1.支給対象となる子どもの数 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.手 当 月 額  
 
 
 

（ ３ 歳 未 満 ）            人  
 
 
 
 
 
 
 
 

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）      人  

（ 中 学 生 ）             人  

計        人  
  

（ ３ 歳 未 満 ）            円  

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）      円  

（ 中 学 生 ）             円  

計         円  

 
3.支 給 開 始 年 月            平 成   年   月 か ら  
 
 
4.支 給 要 件 子 ど も に 該 当 し な い 子 ど も の 氏 名 及 び そ の 理 由  
 
（                                                       ）  

認 定 請 求 却 下 に 関 す る 事 項 
 
却 下 し た 理 由  
（                                                         ）  
 
備 考  
 

 
 
 

 



様式8号

（あて先）（保護者の住所地）市町村子ども手当担当部局長　様

　　　　　（所属庁の長　様）

聖籠町保健福祉課長

氏 名 性 別 子どもとの続柄 生 年 月 日 住所 氏 名 生 年 月 日

平成　・　・男 ・女

平成　・　・

平成　・　・

男 ・女

受給者と同居している子ども

男 ・女

平成　・　・男 ・女

記

整理番号

子ども手当における同居父母に係る認定について（通知）

　平成23年9月30日雇児発0930第4号「市町村における子ども手当事務処理について」に基づき、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置
法」（平成23年法律第107号）第4条第3項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者として支給要件に該当する者として認定した者につい
て、下記のとおり情報提供いたします。

備　　考

受給者



様 式 第 9 号  
第          号  
平 成   年   月   日  

施 設 等 の 名 称  
施 設 等 の 種 類  
施 設 等 所 在 地 又 は 里 親 住 所 地  
設 置 者 等 の 氏 名 （ 法 人 名 等 ）    様  
 
                    聖 籠 町 長  
  

 
印  

 

 
認   定  

     子 ど も 手 当         通 知 書 （ 施 設 等 受 給 資 格 者 用 ） 
認 定 請 求 却 下  

 
 
                                                      
平 成   年   月   日 付 で 請 求 の あ り ま し た 子 ど も 手 当 に つ い て は 、  
 
 

と お り 認 定  
次 の              し ま し た の で 通 知 し ま す 。  

理 由 で 請 求 を 却 下  
 
 
 な お 、 こ の 決 定 に 丌 服 の あ る と き は 、 こ の 通 知 書 を 受 け た 日 の 翌 日 か
ら 起 算 し て 60 日 以 内 に 新 潟 県 知 事 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き
ま す 。 さ ら に 、 こ の 決 定 の 取 消 し を 求 め る 訴 え （ 取 消 訴 訟 ） は 上 記 の 審
査 請 求 に 対 す る 裁 決 の 送 達 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に
聖 籠 町 を 被 告 と し て（ 訴 訟 に お い て 町 を 代 表 す る 者 は 町 長 と な り ま す 。）
提 起 す る こ と が で き ま す 。  
 

記  
 

認 定 に 関 す る 事 項 
 
1.支給対象となる子どもの数 
 

（ ３ 歳 未 満 ）          人  

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）    人  

（ 中 学 生 ）           人  

計        人  
 
2.手 当 月 額  
 

（ ３ 歳 未 満 ）          円  

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）    円  

（ 中 学 生 ）           円  

計        円  
 

  

 
3.支 給 開 始 年 月            平 成   年   月 か ら  
 
4.支 給 対 象 と な る 子 ど も の 氏 名 及 び 生 年 月 日 （ ※ ）  
 
5.支 給 対 象 と な ら な か っ た 子 ど も の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び そ の 理 由 （ ※ ）  
 
（※）4、5については、この通知書の別紙をご確認ください。 

認 定 請 求 却 下 に 関 す る 事 項 

却 下 し た 理 由  
（                                                         ）  

備 考   

 



4．支給対象となる子どもの氏名及び生年月日

氏名 生年月日 氏名 生年月日

別紙

5．支給対象とならなかった子どもの氏名、生年月日及びその理由

子どもの氏名 理由生年月日 子どもの氏名 生年月日 理由



様 式 第 10 号  
第          号  
平 成   年   月   日  

 
 
        様  
 
 
                                 聖 籠 町 長  
 
 

 
 
   印  
 
 

額  改  定  
 子 ど も 手 当        通 知 書  

改 定 請 求 却 下  
 
 

請 求 、 届 出                  改 定  
子 ど も 手 当 の 額 の 改 定 に つ い て は          に よ り 、次 の と お り   し  

職       権                  却 下  
ま し た の で 通 知 し ま す 。  

 な お 、 こ の 決 定 に 丌 服 の あ る と き は 、 こ の 通 知 書 を 受 け た 日 の 翌 日 か

ら 起 算 し て 60 日 以 内 に 新 潟 県 知 事 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま

す 。 さ ら に 、 こ の 決 定 の 取 消 し を 求 め る 訴 え （ 取 消 訴 訟 ） は 上 記 の 審 査

請 求 に 対 す る 裁 決 の 送 達 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 聖

籠 町 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 町 を 代 表 す る 者 は 町 長 と な り ま す 。 ）

提 起 す る こ と が で き ま す 。  
 
 

記  
 

額   改   定   に   関   す   る   事   項  

 
1.改定後の支給対象となる子どもの数    
 
 
 
 
 
 
 
2.改 定 後 の 手 当 月 額  
 
 
 
 
 

（ ３ 歳 未 満 ）            人    
 
 
 
 
 
 
 
 

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）      人  

（ 中 学 生 ）             人  

計        人  

  

（ ３ 歳 未 満 ）            円  

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）      円  

（ 中 学 生 ）             円  

計         円  

3.改 定 年 月                 平 成   年   月 か ら  
 
4.改 定 （ 増 ・ 減 額 ） の 理 由  （                 ）  
 

額  改  定  請  求  却  下  に  関  す  る  事  項  
 
却 下 し た 理 由  
（                              ）  
 
備   考  
 

 
 
 

 



様 式 第 11 号  
第          号  
平 成   年   月   日  

施 設 等 の 名 称  
施 設 等 の 種 類  
施 設 等 所 在 地 又 は 里 親 住 所 地  
設 置 者 等 の 氏 名 （ 法 人 名 等 ）     様  
 
                    聖 籠 町 長  
  

 
印  

 

額  改  定  
子 ど も 手 当          通 知 書 （ 施 設 等 受 給 者 用 ） 

額 改 定 請 求 却 下  
 
 
                                請 求 、 届 出              改 定         

子 ど も 手 当 の 額 の 改 定 に つ い て は             に よ り 次 の と お り  
職  権           却 下  

し ま し た の で 通 知 し ま す 。  
 
 な お 、 こ の 決 定 に 丌 服 の あ る と き は 、 こ の 通 知 書 を 受 け た 日 の 翌 日 か
ら 起 算 し て 60 日 以 内 に 新 潟 県 知 事 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き
ま す 。 さ ら に 、 こ の 決 定 の 取 消 し を 求 め る 訴 え （ 取 消 訴 訟 ） は 上 記 の 審
査 請 求 に 対 す る 裁 決 の 送 達 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に
聖 籠 町 を 被 告 と し て（ 訴 訟 に お い て 町 を 代 表 す る 者 は 町 長 と な り ま す 。）
提 起 す る こ と が で き ま す 。  
 

記  
 

額  改  定  に  関  す  る  事  項  
 
1.改 定 後 の 支 給 対 象 と な る 子 ど も の 数  
 

（ ３ 歳 未 満 ）          人  

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）    人  

（ 中 学 生 ）           人  

計        人  
 
2.改 定 後 の 手 当 月 額  
 

（ ３ 歳 未 満 ）          円  

（ ３ 歳 以 上 小 学 校 修 了 前 ）    円  

（ 中 学 生 ）           円  

計        円  
 

  

 
3.改 定 年 月            平 成   年   月 か ら  
 
4.増額または減額の原因となる子どもの氏名、生年月日及び改定の理由（※）  
 
5.支給対象とならなかった子どもの氏名、生年月日及び改定の理由（※）  
 
（ ※ ） ４ 、 ５ に つ い て は 、 こ の 通 知 書 の 別 紙 を ご 確 認 く だ さ い  

額  改  定  請  求  却  下  に  関  す  る  事  項  

却 下 し た 理 由  
（                                                         ）  

備 考   

 



4．増額または減額の原因となる子どもの氏名、生年月日及び改定の理由

氏名 生年月日 改定（増・減額）理由

別紙

子どもの氏名

5．支給対象とならなかった子どもの氏名、生年月日及び改定の理由

生年月日 改定の理由



様式第 12 号 

第         号 

平成  年  月  日 

 

       様 
 
 
                               聖籠町長 
  
 

 
 

印 
 
 

子ども手当 支給事由消滅通知書 

  

  

            

次のとおり子ども手当の支給事由が消滅しましたので通知します。 

 なお、この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算

して 60 日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、

この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する裁決の

送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を被告として（訴訟に

おいて町を代表する者は町長となります。）提起することができます。 

 

 

記 

 

 

 

1.消滅した日            平成    年    月    日 

 

 

 

2.消滅の理由 



様式第 13 号 

第         号 

平成  年  月  日 
施 設 等 所 在 地 又 は 里 親 住 所 地  
設置者等の氏名（法人名等）   様 

 
 
 
                               聖籠町長 
  
 

 
 

印 
 
 

 

子ども手当 支給事由消滅通知書（施設等受給者用） 

  

  

            

次のとおり子ども手当の支給事由が消滅しましたので通知します。 

 なお、この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算

して 60 日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、

この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する裁決の

送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を被告として（訴訟に

おいて町を代表する者は町長となります。）提起することができます。 

 

 

記 

 

 

 

1.消 滅 し た 日        平成    年    月    日 

 

 

2.施設等の名称 

 

 

3.施設等の種類 

 

 

4.消 滅 の 理 由 



様式14号

（あて先）（子どもの住所地）市町村子ども手当担当部局長　 様

氏 名 性 別 生年月日 住所 氏 名
父母指定者と
の 関 係

生 年 月 日 住 所

平成　・　・

平成　・　・

子ども手当における父母指定者の受給事由消滅について（通知）

　平成23年9月30日雇児発0930第4号「市町村における子ども手当事務処理について」に基づき、受給事由が消滅した父母指定者について、下記のとおり情報提供いたしま
す。

聖籠町保健福祉課長

記

父母指定者 子ども
備　　考

支給事由消滅
年月日

平成　・　・平成　・　・

整理番号

男 ・女



様 式 第 15 号 の 1 
第          号  
平 成   年   月   日  

 
        様  
 
 
                   聖 籠 町 長  
  
 

 
 

印  
 
 

 
             

子 ど も 手 当  支 払 通 知 書  
             
 
  

 子 ど も 手 当 の 支 給 に つ い て は 、次 の と お り 支 払 を し ま す の で 、こ の

通 知 書 を も っ て 当 所 で お 受 け と り く だ さ い 。本 人 が 来 所 で き ず 代 理 人

が 受 け と ら れ る と き は 、 委 任 状 を あ わ せ て ご 持 参 く だ さ い 。  

 な お 、 平 成 23 年 度 に お け る 子 ど も 手 当 の 支 給 等 に 関 す る 特 別 措 置

法 第 25 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 学 校 給 食 費 等 の 費 用 に

つ い て 、 子 ど も 手 当 の 額 か ら 支 払 に 充 て る こ と を 申 し 出 て い る 場 合

は 、 当 該 費 用 の 額 を 控 除 し た 額 が 子 ど も 手 当 の 支 払 金 額 と な り ま す 。 
 
 

記  
 
 
1． 支 払 期 間  
 
 
 

 
平 成   年   月 分 か ら  

 
平 成   年   月 分 ま で  

 
 
 
2． 支 払 金 額  
 
 
 
 
 
 
3． 支 払 日              平 成     年    月    日  
 
 

時 か ら  
 
 

時 ま で  

 
                 

円  



様 式 第 15 号 の 2 
第          号  
平 成   年   月   日  

施 設 等 所 在 地 又 は 里 親 住 所 地  
設 置 者 等 の 氏 名 （ 法 人 名 等 ）     様  
 
 
                   聖 籠 町 長  
  
 

 
 

印  
 
 

 
             

子 ど も 手 当  支 払 通 知 書 （ 施 設 等 受 給 者 用 ）  
             
 
  

 子 ど も 手 当 の 支 給 に つ い て は 、次 の と お り 支 払 を し ま す の で 、こ の

通 知 書 を も っ て 当 所 で お 受 け と り く だ さ い 。受 給 者 以 外 の 方 が 受 け と

ら れ る と き は 、 委 任 状 を あ わ せ て ご 持 参 く だ さ い 。  
 
 

記  
 
1． 施 設 等 の 名 称  
 
 
2． 施 設 等 の 種 類  
 
 
3． 支 払 金 額 等  
 
 

 
支  
 
 

払  
 
 

の  
 
 

内  
 
 
容  
 

 
 
 
 
支 払 期 間  

 
 

 
 

平 成        年       月 分 か ら  
 
 

平 成        年       月 分 ま で  
 

 
 
 
 
支 払 金 額  
 

 
 
 

合 計                               円  
 

 
 
4． 支 払 日              平 成     年    月    日  
 
 

時 か ら  
 
 

時 ま で  



様式第 15 号の 3 
第         号 
平成  年  月  日 

   
 
        様 
 
 
                         聖籠町長 
  
 

 
 

印 
 
 

子ども手当 支払通知書 
             
 
 
 
 

 子ども手当の支払については、次のとおり、あなたの預貯金等の口座に振り

込みましたので通知します。 

なお、平成 23 年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第 25 条第

１項又は第２項の規定に基づき、学校給食費等の費用について、子ども手当の

額から支払に充てることを申し出ている場合は、当該費用の額を控除した額が

子ども手当の支払金額となります。 

 

 
 
 
 

記 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
支 
 
 

払 
 
 

の 
 
 

内 
 
 
容 
 
 
 
 

 
 
 
 
支払期間 

 
 
 
 

 
 
 

平成       年      月分から 
 
 

平成       年      月分まで 
 

 

 
 
 
 
支払金額 
 
 

 
 
 
 

                              円 
 



様式第 15 号の４ 
第         号 
平成  年  月  日 

   
施 設 等 の 名 称  
施 設 等 の 種 類  
施 設 等 所 在 地 又 は 里 親 住 所 地  
設置者等の氏名（法人名等）    様 
 
 
                         聖籠町長 
  
 

 
 

印 
 
 

子ども手当 支払通知書（施設等受給者用） 
             
 
 
 
 

 子ども手当の支払については、次のとおり、預貯金等の口座に振り込みまし

たので通知します。 
 
 

記 
 
 
 

子どもの氏名 生年月日 支払の内容 
  

支払期間 
平成  年  月分から 
平成  年  月分まで 

支払金額 円 
  

支払期間 
平成  年  月分から 
平成  年  月分まで 

支払金額 円 
  

支払期間 
平成  年  月分から 
平成  年  月分まで 

支払金額 円 
  

支払期間 
平成  年  月分から 
平成  年  月分まで 

支払金額 円 
  

支払期間 
平成  年  月分から 
平成  年  月分まで 

支払金額 円 
  

支払期間 
平成  年  月分から 
平成  年  月分まで 

支払金額 円 

 

 

合計             円 



様式第 15 号の 5 

第         号 

平成  年  月  日 

 

 

         様 
 
 
                        聖籠町長 
  
 

 
 

印 
 
 

 

 

子ども手当 支払通知書 

           

   

子ども手当の支払については、次のとおり、あなたの預貯金等の口座に振り

込みの手続きを行いますので通知します。なお、支払予定日等は別紙のとおり

ですが、支給額等に変更があった場合は改めて通知します。 

なお、平成 23 年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第 25 条

第１項又は第２項の規定に基づき、学校給食費等の費用について、子ども手当

の額から支払に充てることを申し出ている場合は、当該費用の額を控除した額

が子ども手当の支払金額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第 15 号の 6 

第         号 

平成  年  月  日 

 

施 設 等 の 名 称  
施 設 等 の 種 類  
施 設 等 所 在 地 又 は 里 親 住 所 地  
設置者等の氏名（法人名等）   様 
 
 
                        聖籠町長 
  
 

 
 

印 
 
 

 

 

子ども手当 支払通知書（施設等受給者用） 

           

   

子ども手当の支払については、次のとおり、預貯金等の口座に振り込みの手

続きを行いますので通知します。なお、支払予定日等は別紙のとおりですが、

支給額等に変更があった場合は改めて通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（平成24年２月定期支払　平成　　　年　　　月　　　　日）

（平成24年６月定期支払　平成　　　年　　　月　　　　日）

支払の内容
平成　　　年　　　月分から
平成　　　年　　　月分まで

支払期間

子どもの氏名 生年月日 支払の内容

　　　　　円支払金額

支払金額

　　　　　円

子どもの氏名 生年月日

支払期間

支払期間

支払期間
平成　　　年　　　月分から
平成　　　年　　　月分まで

支払金額

別紙

支払期間
平成　　　年　　　月分から
平成　　　年　　　月分まで

平成　　　年　　　月分から
平成　　　年　　　月分まで

支払金額 　　　　　円

支払期間
平成　　　年　　　月分から
平成　　　年　　　月分まで

支払金額 　　　　　円

支払金額

支払期間

平成　　　年　　　月分から
平成　　　年　　　月分まで

支払金額 　　　　　円

支払期間

　　　　　円

　　　　　円

平成　　　年　　　月分から
平成　　　年　　　月分まで

支払金額 　　　　　円

計 　　　　　円

計 　　　　　円

平成　　　年　　　月分から
平成　　　年　　　月分まで



様式第 16 号 
第         号 
平成  年  月  日 

 
 
          様 
 

 
                     

聖籠町長   
 

 
 

印 
 
 

支給決定 
未支払 子ども手当      通知書 

請求却下 
 

 
                                             
 平成  年  月  日付で請求のありました未支払子ども手当の支給につ 
 

支給することに決定 
いては、次のとおり                  しましたので通知します。 

請 求 を 却 下 

 なお、この決定に丌服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算

して 60 日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、

この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する裁決の

送達を受けた日の翌日から起算して 6 か月以内に聖籠町を被告として（訴訟に

おいて町を代表する者は町長となります。）提起することができます。 

 
記 

 
 

 
 
 
 
 
 
支 
 
払 
 
の 
 
内 
 
容 
 
 
 
 

 
 
 

支払期間 
 

 
 
 

 
 
 

平成   年   月分から 
 

平成      年      月分まで 

 
 
 

支払金額 
 
 
 

 
 
 
 

円 

 
支払年月日 

 
   平成      年     月     日 

 
支払方法 

 
 

 
却下の理由 

 

 
 
 



様式第17号

施設等の名称
施設等の種類 第　　　　　　　　　　　号
施設等所在地又は里親住所地 平成　　　年　　　月　　日
設置者等の氏名（法人名等）　　様

聖籠町長 印

子どもの氏名 住　　所

　  未支払　子ども手当　　　　　　　　　　  通知書（施設等受給者用）

記

　　　　　　　　　　　　　　　　　   支　給　決　定

　　　　　　　　　　　　　　　　　   請　求　却　下

平成　年　月　日付で請求のありました未支払子ども手当の支給については、

　　　　　　支給することに決定
次のとおり　　　　　　　　　　　しましたので通知します。
　　　　　　　請求を却下

　なお、この決定に丌服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に○○○知事に対
して審査請求をすることができます。さらに、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求
に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を被告として（訴訟において町を代表
する者は町長となります。）提起することができます。

支払方法

平成　　年　　月分から
平成　　年　　月分まで

支払期間

却下の理由

支払金額 　　　　　　円
支払年月日 平成　　年　　月　　日
支払方法

　　　　　　円支払金額
平成　　年　　月　　日支払年月日

支払金額 　　　　　　円
支払年月日 平成　　年　　月　　日

支払期間
平成　　年　　月分から
平成　　年　　月分まで

支払期間
平成　　年　　月分から
平成　　年　　月分まで

支払期間
平成　　年　　月分から
平成　　年　　月分まで

　　　　　　円
支払年月日 平成　　年　　月　　日
支払方法

支払方法

支払期間

支払金額
支払年月日
支払方法

支払の内容

合計 　　　　　　　　　　　　円

平成　　年　　月分から
平成　　年　　月分まで

　　　　　　円
平成　　年　　月　　日

支払金額



様式第 18 号 
第         号 
平成  年  月  日 

 
  
         様 
 
 

聖籠町長 
 
 

 
 

印 
 
 

             
子ども手当 支払差止通知書 

             
 

             

次のとおり子ども手当の支払を差し止めましたので通知します。 

 なお、この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算

して 60 日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、

この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する裁決の

送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を被告として（訴訟に

おいて町を代表する者は町長となります。）提起することができます。 

 

 
記 

 

 
 

支 
 

払 
 

差 
 

止 
 

の 
 

内 
 

容 
 

 
支払差止事由 

 

 
 

 
 
 

支払差止額 
 
 

 
 
 

円  

 
 
 

支払差止期間 
 
 
 

 
 

平成   年   月分から 
 

平成   年   月分まで 



様式第 19 号 
第         号 
平成  年  月  日 

 
施 設 等 の 名 称  
施 設 等 の 種 類  
施 設 等 所 在 地 又 は 里 親 住 所 地  
設置者等の氏名（法人名等）    様 
 
 
 

聖籠町長 
 
 

 
 

印 
 
 

             
 

子ども手当 支払差止通知書（施設等受給者用） 
             
             

次のとおり子ども手当の支払を差し止めましたので通知します。 

 なお、この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算

して 60 日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さらに、

この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する裁決の

送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を被告として（訴訟に

おいて町を代表する者は町長となります。）提起することができます。 

 

 
記 

 

 
 

支 
 

払 
 

差 
 

止 
 

の 
 

内 
 

容 
 

 
支払差止事由 

 

 
 

 
 
 

支払差止額 
 
 

 
 
 

円  

 
 
 

支払差止期間 
 
 
 

 
 

平成   年   月分から 
 

平成   年   月分まで 



様式第 20 号 

 

 

子ども手当に係る寄附受領証明書 
 

 

住所                            

 

氏名                            

金          円也 

 

 

 平成 23 年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第７条第４項の規定に基

づき、平成  年  月  日に支払われた子ども手当のうち、上記の額を、同法第 24 条第１

項の規定に基づく寄附額として受領したことを証明します。 

 

平成  年  月  日 

 

聖籠町長          印 

 

 

 

 

 

整理番号 

※本受領証明書は確定申告の際、税金の控除に必要な書類となりますので、大切に保管して

ください。 

 注１） 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所

得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本受領証明書を添付し、所轄の

税務署へ確定申告書を提出してください。 

注２） 所得税の確定申告書を提出しない給与所得者の方、給与所得者で年末調整を受け

た方、又は年金を受給されている方で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受け

ようとする場合は、本受領証明書の証明年月日の翌年１月１日現在お住まいの市区町

村へ本受領証明書を添付して申告をしてください。 

 



様式第２１号 
※整理番号  

※受付年月日 平成  ・  ・   

 

 

子ども手当 
 

 

 

（寄附先）聖籠町長    様 

 

私は、平成 2３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第 24条第１項の規定に基

づいて行った寄附の申出について、以下のとおり申し出ます。 

 

申出の別 寄附の変更  ・  寄附の撤回   

 

寄附の変更の場合 
 

寄附の変更の内容 

区  分 寄附額 

□子ども手当の全部（各

月の手当額の全部を寄

附） 
計                    円 

□子ども手当の一部一部

（各支払期月毎に右の額

を寄附） 

平成 23年 2月支払期 

(10月分～１月分) 
計            円 

平成 23年６月支払期 

(２月分、３月分) 
計            円 

（注） 寄附額は、支給される子ども手当から学校給食費等の徴収等額や保育料の特別徴収

額がある場合は、それらを控除した後の額の範囲内とします。 
 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

住 所                         

 

氏 名             ㊞ 

寄附変更申出書 

 

寄附撤回申出書 



様式第 22 号 

第         号 

平成  年  月  日 

 

住所 

氏名           様 

 

                          聖籠町長          

 

子ども手当に係る学校給食費等の徴収（支払）に係る通知書 

 

 平成 23 年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第 25 条     の規定に

基づく申出のあった費用について、下記のとおり、子ども手当から徴収する（支払う）こと

といたしますので通知します。 

 

 

記 

 

 

1．子どもの氏名               

 

 

2．徴収（支払）の内容 

 

 

 

 

 

 

 

子ども手当の支払期月 
子ども手当から徴収する

（支払う）費用 
徴収（支払）額 

  円 

【備考】必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 

 

 

印 

第 1 項 

第 2 項 



様式第 23 号 
※整理番号 

※受付年月日 平成  ・  ・   

 

 

（申出先）聖籠町長    様 

 

 

 

子ども手当からの 
 

 

 

私は、平成 23 年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第 25 条      規定に

基づいて行った学校給食費等の徴収等について、以下のとおり申し出ます。 

 

 

記 

 

 

1． 子どもの氏名               

 

 

2． 申出の別         申出の変更 ・  申出の撤回 

 

 

3．変更の場合 

 

 

平成   年   月   日 

 

住 所                         

 

氏 名             ㊞ 

 

子ども手当の支払期月 
子ども手当から徴収する 

（支払う）費用（変更後） 

徴収（支払）額 

（変更後） 

  
円 

学校給食費等徴収（支払）変更申出書 

 

学校給食費等徴収（支払）撤回申出書 

【備考】必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 

 

第1項 

第2項 



様式第24号

第　　　　　　　　　　　号
住所 平成　　　年　　　月　　日

氏名 様

聖籠町長 印

2．徴収内容

保育料特別徴収通知書

　平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第26条の規定によって、保
育料の特別徴収額を下記のとおり決定（変更）したので通知します。

記

氏名

1．対象者

平成24年2月分

摘要

　なお、この決定に丌服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に新潟県
知事に対して審査請求をすることができます。この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の
審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に聖籠町を被告として（訴訟
において町を代表する者は町長となります。）提起することができます。
　

子ども手当支払期日

平成24年6月分

特別徴収する保育料の額

　　　　　　　　　円
（　　　　　　月分保育料）

　　　　　　　　　円
（　　　　　　月分保育料）


